
測量・建設コンサルタント等業務における最低制限価格制度事務取扱要領 
 

（趣旨） 
第１条 この要領は，測量・建設コンサルタント等業務（以下「業務」という。）につ

いて，地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の１０第２項（同令

第１６７条の１３において準用する場合を含む。）の規定に基づき，最低制限価格を

設ける場合の取扱いについて，必要な事項を定める。 
（適用対象業務） 

第２条 この要領の規定は，予定価格が５０万円を超える業務委託契約（随意契約を除

く。）を対象とする。 
（最低制限価格の決定等） 

第３条 町長は，前条に規定する業務に係る契約について，予定価格の１０分の７を下

らない範囲内でその都度最低制限価格を決定するものとする。 
（入札参加者への周知） 

第４条 財政課長は，入札条件等に，最低制限価格が設けられている旨を記載して，入

札参加者へ周知するものとする。 
（入札の執行） 

第５条 入札執行者は，最低制限価格を下回る価格をもって申込みをした者がある場合

は直ちにその者を失格とし，最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち

最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。 
２ 最低制限価格を下回る価格の入札をした者の再度の入札への参加は認めない。 
 

附 則 
この要領は，平成２３年７月２０日から施行する。 


